
目
　
　
　
次

規
　
　
　
則

○
関
係
法
令
の
改
廃
等
に
伴
う
規
則
の
整
理
及
び
適
用
対
象
の
消
滅
に
よ
る
規
則
の
廃
止
…
…
…
…
一

に
関
す
る
規
則

○
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

○
山
梨
県
立
大
学
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

○
山
梨
県
立
大
学
大
学
院
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
八

○
山
梨
県
農
業
改
良
資
金
貸
付
規
則
及
び
山
梨
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
…
…
…
一
九

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

○
山
梨
県
建
設
工
事
執
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
九

○
山
梨
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
〇

規
　
　
　
則

山
梨
県
規
則
第
十
九
号

関
係
法
令
の
改
廃
等
に
伴
う
規
則
の
整
理
及
び
適
用
対
象
の
消
滅
に
よ
る
規
則
の
廃
止
に
関
す
る
規

則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

関
係
法
令
の
改
廃
等
に
伴
う
規
則
の
整
理
及
び
適
用
対
象
の
消
滅
に
よ
る
規
則
の
廃
止
に
関
す

る
規
則

（
山
梨
県
職
員
旅
費
支
給
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
山
梨
県
職
員
旅
費
支
給
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
山
梨
県
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
第
三
号
中
「
第
二
条
第
十
六
項
」
を
「
第
二
条
第
十
八
項
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
旅
館
業
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
山
梨
県
旅
館
業
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
七
年
山
梨
県
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
中
「
旅
館
業
法
施
行
規
則
第
３
条
第
１
項
」
を
「
旅
館
業
法
施
行
規
則
第
５
条
第
１

項
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
財
務
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条
　
山
梨
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
規
則
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
百
九
条
の
二
第
四
号
中
「
第
百
六
十
九
条
第
二
項
」
を
「
第
百
六
十
九
条
の
七
第
二
項
」
に
改

め
る
。

（
山
梨
県
計
量
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条
　
山
梨
県
計
量
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
二
年
山
梨
県
規
則
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
号
中
「
第
八
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
」
を
「
第
十
五
条
の
三
及
び
第
百
八
条

第
八
号
に
規
定
す
る
記
号
の
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
風
致
地
区
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条
　
山
梨
県
風
致
地
区
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
山
梨
県
規
則
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
中
「
又
は
甲
府
市
」
を
「
、
甲
府
市
又
は
特
例
市
町
村
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
職
業
訓
練
生
災
害
見
舞
金
支
給
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条
　
山
梨
県
職
業
訓
練
生
災
害
見
舞
金
支
給
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
山
梨
県
規
則
第
一
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
五
号
中
「
第
十
三
条
第
二
号
」
を
「
第
十
八
条
第
二
号
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
二
項
中
「
第
四
十
三
条
第
一
項
各
号
」
を
「
第
六
十
三
条
第
一
項
各
号
」
に
、
「
第
四

十
三
条
ノ
九
第
二
項
」
を
「
第
七
十
六
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
及
び
山
梨
県
希
少
野
生
動
植
物
種
の
保
護
に
関
す
る
条
例
施

行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
条
　
次
に
掲
げ
る
規
則
の
規
定
中
「
第
二
条
第
四
項
」
を
「
第
二
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。

一

山
梨
県
自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
山
梨
県
規
則
第
五
号
）
第
三
条
の
五

第
一
号
ハ
●

二

山
梨
県
希
少
野
生
動
植
物
種
の
保
護
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
年
山
梨
県
規
則
第

三
号
）
第
四
条
第
四
号
ト
及
び
第
十
五
条
第
一
号
ヲ

（
山
梨
県
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
八
条
　
山
梨
県
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
七
年
山
梨
県
規
則
第
十
九
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
及
び
児
童
扶
養
手
当
施
行
令
及
び
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す

る
政
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
二
百
七
号
。
以
下
「
改
正
令
」
と
い
う
。）
附
則
第
四
条
第
十
項
」

を
削
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
一
号
　
　
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
一
年

三
月
三
十
一
日

号
外
第
二
十
一
号

火　曜　日

（ ）１１

項

旅
館
業
法
施
行
規
則
第
３
条
第
１
項

旅
館
業
法
施
行
規
則
第
５
条
第
１



第
三
条
第
一
項
中
「
又
は
改
正
令
附
則
第
四
条
第
一
項
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に

改
め
る
。

二
　
収
入
状
況
明
細
書
（
第
二
号
様
式
）

第
三
条
第
一
項
第
三
号
を
削
り
、
同
条
第
二
項
第
三
号
中
「
前
項
第
三
号
に
定
め
る
所
得
証
明
書
」

を
「
所
得
証
明
書
（
第
三
号
様
式
）」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
の
表
特
例
児
童
扶
養
資
金
の
項
を
削

る
。第

八
条
第
一
項
中
「
、
生
活
資
金
又
は
特
例
児
童
扶
養
資
金
」
を
「
又
は
生
活
資
金
」
に
、「
、
第

三
十
六
条
又
は
改
正
令
附
則
第
四
条
第
二
項
」
を
「
又
は
第
三
十
六
条
」
に
改
め
る
。

第
九
条
中
「
、
生
活
資
金
又
は
特
例
児
童
扶
養
資
金
」
を
「
又
は
生
活
資
金
」
に
改
め
る
。

第
九
条
の
二
中
「
又
は
改
正
令
附
則
第
四
条
第
五
項
」
を
削
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中
「
、
生
活
資
金
又
は
特
例
児
童
扶
養
資
金
」
を
「
又
は
生
活
資
金
」
に
改
め
、

「
又
は
改
正
令
附
則
第
四
条
第
六
項
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
及
び
改
正
令
附
則
第
四
条
第
十

項
」
及
び
「
又
は
改
正
令
附
則
第
四
条
第
六
項
」
を
削
る
。

第
十
三
条
中
「
及
び
改
正
令
附
則
第
四
条
第
十
項
」
を
削
る
。

第
十
四
条
中
「
又
は
改
正
令
附
則
第
四
条
第
八
項
」
を
削
る
。

「

「を
」

に
改
め
、
同
様
式
中
注
３
及
び
４
を
削
り
、
５
を
３
と
し
、

」

６
を
４
と
し
、
７
を
５
と
し
、
８
を
６
と
し
、
９
を
７
と
す
る
。

「

第
九
号
様
式
の
二
中

「
を

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
一
号
　
　
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

二

貸
付
金

の
種
類

金
額

償
還
方
法

据
置
期
間

賃
金円

（
月
額
　
　
　
　
　
　
　
　
円
）

（
年
　
月
か
ら
　
年
　
月
ま
で
）

半
年
賦
（

年
償
還
）

年
　
月
か
ら

年
　
月
ま
で
（
年
　
月
）

特
例
児
童
扶
養
資
金

①
月
額
　
　
円
　
年
　
月

②
月
額
　
　
円
　
年
　
月

③
月
額
　
　
円
　
年
　
月

④
月
額
　
　
円
　
年
　
月

⑤
月
額
　
　
円
　
年
　
月

児
童
扶
養
手
当
証
書

の
記
号
・
番
号

第
一
号
様
式
中

の
借
受
状
況

か
ら
　
年
　
月
ま
で

か
ら
　
年
　
月
ま
で

か
ら
　
年
　
月
ま
で

か
ら
　
年
　
月
ま
で

か
ら
　
年
　
月
ま
で

貸
付
金

の
種
類

金
額

償
還
方
法

措
置
期
間

資
金円

年
　
月
か
ら
　
年
　
月
ま
で

賦
・
半
年
賦
（

年
償
還
）

年
　
月
ま
で
（

年
　
月
）貸
付
決
定
年
月
日

貸
付

期
間

年
　
月
　
日

年
　
月
か
ら
　
年
　
月
ま
で

月
額
　
　
　
　
円月

年
　
月
か
ら

貸
付
決
定
年
月
日

年
　
月
　
日



」

「
に
、

」

「
を

」

に
改
め
、
同
様
式
注
２
を
削
り
、
同

」

様
式
注
１
中
「
（
特
例
児
童
扶
養
資
金
に
係
る
据
置
期
間
の
延
長
の
申
請
に
あ
つ
て
は
、
前
年
及

び
前
々
年
の
所
得
並
び
に
扶
養
す
る
児
童
の
状
況
を
証
す
る
書
類
）」
を
削
り
、
同
様
式
注
１
を
同
様

式
注
と
す
る
。

（
租
税
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
特
定
民
間
再
開
発
事
業
等
に
係
る
認
定
事
務
取
扱
規
則
の
一
部
改
正
）

第
九
条
　
租
税
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
特
定
民
間
再
開
発
事
業
等
に
係
る
認
定
事
務
取
扱
規
則
（
平
成

十
六
年
山
梨
県
規
則
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
二
十
条
の
二
第
十
一
項
」
を
「
第
二
十
条
の
二
第
十
三
項
」
に
、
「
第
三
十
八
条

の
四
第
二
十
一
項
」
を
「
第
三
十
八
条
の
四
第
二
十
二
項
」
に
改
め
る
。

第
二
条
中
「
第
二
十
条
の
二
第
十
一
項
又
は
第
三
十
八
条
の
四
第
二
十
一
項
」
を
「
第
二
十
条
の

二
第
十
三
項
又
は
第
三
十
八
条
の
四
第
二
十
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
七
号
ロ
中
「
再
開
発
等
促
進

区
」
の
下
に
「
又
は
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
開
発
整
備
促
進
区
」
を
加
え
、「
及
び
同
条
第
四

項
第
二
号
」
を
「
又
は
同
条
第
五
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
中
「
第
２
０
条
の
２
第
１
１
項
」
を
「
第
２
０
条
の
２
第
１
３
項
」
に
、「
第
３
８

条
の
４
第
２
１
項
」
を
「
第
３
８
条
の
４
第
２
２
項
」
に
、「
再
開
発
等
促
進
区
」
を
「
再
開
発
等

促
進
区
・
開
発
整
備
促
進
区
」
に
改
め
る
。

第
二
号
様
式
中
「
再
開
発
等
促
進
区
」
を
「
再
開
発
等
促
進
区
・
開
発
整
備
促
進
区
」
に
改
め
る
。

第
四
号
様
式
中
「
第
２
０
条
の
２
第
１
１
項
」
を
「
第
２
０
条
の
２
第
１
３
項
」
に
、「
第
３
８

条
の
４
第
２
１
項
」
を
「
第
３
８
条
の
４
第
２
２
項
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
高
度
技
術
工
業
開
発
地
域
に
お
け
る
県
税
の
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
及
び
山
梨

県
特
定
事
業
集
積
促
進
地
域
に
お
け
る
県
税
の
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
廃
止
）

第
十
条
　
次
に
掲
げ
る
規
則
は
、
廃
止
す
る
。

一

山
梨
県
高
度
技
術
工
業
開
発
地
域
に
お
け
る
県
税
の
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭

和
六
十
三
年
山
梨
県
規
則
第
十
一
号
）

二

山
梨
県
特
定
事
業
集
積
促
進
地
域
に
お
け
る
県
税
の
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平

成
二
年
山
梨
県
規
則
第
二
号
）

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
二
十
号

県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
山
梨
県
規
則
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
表
本
庁
に
置
か
れ
る
職
の
欄
中
「
看
護
指
導
監
」
を
「
医
療
企
画
監
、
看
護
指
導
監
、
県

立
病
院
法
人
化
推
進
監
」
に
、「
食
品
・
政
策
企
画
監
」
を
「
食
品
・
衛
生
指
導
監
、
政
策
企
画
監
」

に
、「
税
務
徴
収
企
画
監
、
衛
生
指
導
監
」
を
「
税
務
徴
収
企
画
監
」
に
改
め
、「
、
農
村
振
興
監
」
を

削
り
、「
観
光
推
進
監
」
の
下
に
「
、
ブ
ラ
ン
ド
推
進
監
、
観
光
企
画
監
」
を
加
え
、「
高
速
道
路
推
進

監
」
を
「
道
路
企
画
監
」
に
改
め
、
同
表
出
先
機
関
に
置
か
れ
る
職
の
欄
中
「
、
館
長
」
及
び
「
、
副

館
長
」
を
削
り
、「
、
次
長
」
の
下
に
「
、
財
務
審
査
幹
、
工
事
検
査
幹
」
を
、「
研
究
管
理
幹
」
の
下

に
「
、
普
及
指
導
幹
」
を
加
え
、「
、
男
女
共
同
参
画
推
進
幹
」
を
削
り
、「
副
院
長
」
の
下
に
「
、
室

長
」
を
加
え
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
二
十
一
号

山
梨
県
立
大
学
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
一
号
　
　
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

三

延
長

の
理

由

児
童
扶
養
手
当
証
書
の

記
号
・
番
号延

長
の

理
由

「（
特
例
児
童
扶
養
資
金
に
係
る
据
置
期
間
の
延
長
の
申
請
に
あ
つ
て
は
、
前
年
及
び

前
々
年
の
所
得
並
び
に
扶
養
す
る
児
童
の
状
況
を
証
す
る
書
類
）
」

第
２
０
条
の
２
第
１
１
項

第
２
０
条
の
２
第
１
３
項

「
第
３
８

再
開
発
等

条
の
４
第
２
１
項

促
進
区
・
開
発
整
備
促
進
区

再
開
発
等
促
進
区
・
開
発
整
備
促
進
区

第
３
８
条
の
４
第
２
２
項

再
開
発
等
促
進
区

再
開
発
等
促
進
区

第
２
０
条
の
２
第
１
１
項

第
２
０
条
の
２
第
１
３
項

条
の
４
第
２
１
項

第
３
８
条
の
４
第
２
２
項

「
第
３
８



山
梨
県
立
大
学
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
立
大
学
学
則
（
平
成
十
七
年
山
梨
県
規
則
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
五
条
第
二
項
中
「
及
び
精
神
保
健
福
祉
士
試
験
の
受
験
資
格
並
び
に
介
護
福
祉
士
の
資
格
」

を
「
、
精
神
保
健
福
祉
士
試
験
及
び
介
護
福
祉
士
試
験
の
受
験
資
格
」
に
改
め
る
。

別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
（
第
三
十
六
条
関
係
）

一
　
全
学
共
通
科
目

授
業
科
目
の
名
称
　

単
位
数
　

履
修
方
法

及
び
修
了

必
修
　

選
択
　

要
件

フ
レ
ッ
シ
ュ
マ
ン
セ
ミ
ナ
ー

１
　

基

外
国
語

総
合
英
語
Ⅰ
ａ
　

２
　

礎

総
合
英
語
Ⅰ
ｂ
　

２
　

科

総
合
英
語
Ⅱ
ａ

２

目

総
合
英
語
Ⅱ
ｂ

２

英
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ａ

２

英
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ｂ

２

中
国
語
Ⅰ
ａ
　

２
　

中
国
語
Ⅰ
ｂ
　

２
　

中
国
語
Ⅱ
ａ
　

２
　

中
国
語
Ⅱ
ｂ
　

２
　

韓
国
語
Ⅰ
ａ
　

２
　

韓
国
語
Ⅰ
ｂ
　

２
　

韓
国
語
Ⅱ
ａ
　

２
　

韓
国
語
Ⅱ
ｂ
　

２
　

ス
ペ
イ
ン
語
Ⅰ
ａ
　

２
　

ス
ペ
イ
ン
語
Ⅰ
ｂ
　

２
　

ス
ペ
イ
ン
語
Ⅱ
ａ
　

２
　

ス
ペ
イ
ン
語
Ⅱ
ｂ
　

２
　

フ
ラ
ン
ス
語
Ⅰ
ａ
　

２
　

フ
ラ
ン
ス
語
Ⅰ
ｂ
　

２
　

フ
ラ
ン
ス
語
Ⅱ
ａ
　

２
　

フ
ラ
ン
ス
語
Ⅱ
ｂ
　

２
　

日
本
語
基
礎
ａ
　

２
　

日
本
語
基
礎
ｂ
　

２
　

日
本
語
Ⅰ
ａ
　

２
　

日
本
語
Ⅰ
ｂ
　

２
　

日
本
語
Ⅱ
ａ
　

２
　

日
本
語
Ⅱ
ｂ
　

２
　

現
代
日
本
事
情
　

２
　

情
報

情
報
リ
テ
ラ
シ
ー
　

２
　

生
活
と
情
報
　

２
　

運
動
と

運
動
と
人
間
│
講
義
　

２
　

健
康
　

運
動
と
人
間
│
実
技
Ⅰ

１
　

運
動
と
人
間
│
実
技
Ⅱ

１
　

運
動
と
人
間
│
実
技
Ⅲ

１
　

運
動
と
人
間
│
実
技
Ⅳ

１
　

生
活
と
健
康
　

２
　

教

人
間
と

人
間
と
思
想
　

２

養

文
化
の

人
間
と
芸
術
│
美
術
　

２

科

理
解

人
間
と
芸
術
│
音
楽
　

２

目

人
間
と
芸
術
│
文
学
　

２

人
間
と
文
化
　

２

人
間
と
心
　

２

社
会
の

人
間
と
社
会
　

２

理
解

社
会
と
歴
史
　

２

社
会
と
政
治
　

２

社
会
と
経
済
　

２

社
会
と
法
　

２

日
本
国
憲
法
　

２

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
一
号
　
　
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

四

１

国
際

政
策
学

部
は
、

基
礎
科

目
か
ら

外
国
語

四
単
位

を
含
む

八
単
位

及
び
教

養
科
目

か
ら
八

単
位
を

含
め
て

、
二
十

二
単
位

以
上
を

修
得
す

る
こ
と

。
２

人
間

福
祉
学

部
は
、

基
礎
科

目
か
ら

総
合
英

語
Ⅰ
ａ

、
総
合

英
語
Ⅰ

ｂ
、
総

合
英
語

Ⅱ
ａ
及

び
総
合

英
語
Ⅱ

ｂ
か
ら

選
択
し

た
科
目

の
四
単

位
を
含

む
八
単

位
及
び

教
養
科

目
か
ら

カ
ウ
ン

セ
リ
ン

グ
基
礎

を
含
む

八
単
位

を
含
め

て
、
二

十
二
単

位
以
上

を
修
得

す
る
こ

と
。

３

看
護



自
然
の

宇
宙
の
科
学
　

２

理
解

生
物
の
科
学
　

２

生
活
と
化
学

２

現
代
と

環
境
論

２

地
域
の

ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
　

２
　

理
解

グ
ロ
ー
バ
ル
化
論
　

２
　

山
梨
学
　

２

日
本
語
の
方
言
と
山
梨
　

２

コ
ミ
ュ

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
　

２

ニ
ケ
ー

グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
と
自
己
表
現
　

２

シ
ョ
ン

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
基
礎
　

２

と
社
会

発
達
と
教
育
の
心
理
　

２
　

経
験

キ
ャ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン
　

２
　

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
　

１

学

国
際
政

社
会
統
計
学
　

２

部

策
学
部

国
際
関
係
論
　

２
　

開

開
放
科

平
和
と
安
全
保
障
　

２
　

放

目

文
化
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
　

２
　

科

情
報
社
会
論
　

２
　

目

情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
論
　

２

人
間
福

地
域
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
演
習
　

１

祉
学
部

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
基
礎

２

開
放
科

生
と
幸
福

２

目
　

生
涯
ス
ポ
ー
ツ
　

１

看
護
学

リ
ラ
ク
ゼ
ー
シ
ョ
ン
　

１

部
開
放

救
急
法
　

１

科
目

災
害
支
援
　

１

国
際
協
力
　

１

合
計
　

一
単
位

百
四
十

三
単
位

備
考外

国
語
の
う
ち
、
日
本
語
基
礎
ａ
、
日
本
語
基
礎
ｂ
、
日
本
語
Ⅰ
ａ
、
日
本
語
Ⅰ
ｂ
、
日
本
語
Ⅱ

ａ
、
日
本
語
Ⅱ
ｂ
及
び
現
代
日
本
事
情
に
つ
い
て
は
、
外
国
人
留
学
生
の
み
選
択
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

二
　
国
際
政
策
学
部
総
合
政
策
学
科

授
業
科
目
の
名
称
　

単
位
数
　

履
修
方
法

及
び
修
了

必
修
　

選
択
　

要
件

総

導
入
科

総
合
政
策
入
門
　

２

合

目

総
合
政
策
基
礎
演
習
Ⅰ
　

１

政
　

総
合
政
策
基
礎
演
習
Ⅱ
　

１

策
　

総
合
政
策
基
礎
演
習
Ⅲ
　

１

学

総
合
政
策
基
礎
演
習
Ⅳ

１

科専

学
部
教

日
本
の
歴
史
Ⅰ
　

２
　

十
四
単
位

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
一
号
　
　
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

五

学
部
は

、
基
礎

科
目
か

ら
総
合

英
語
Ⅰ

ａ
、
総

合
英
語

Ⅰ
ｂ
及

び
情
報

リ
テ
ラ

シ
ー
の

六
単
位

及
び
教

養
科
目

か
ら
人

間
と
思

想
を
含

む
六
単

位
を
含

め
て
、

十
六
単

位
以
上

を
修
得

す
る
こ

と
。

４

外
国

人
留
学

生
は
、

外
国
語

か
ら
四

単
位
を

修
得
す

る
こ
と

。
こ
の

場
合
に

お
い
て

、
当
該

留
学
生

が
日
常

生
活
に

お
い
て

使
用
し

て
い
る

言
語
の

修
得
は

認
め
な

い
。



門

養
科
目

日
本
の
歴
史
Ⅱ
　

２
　

以
上
を
修

科
　

ア
ジ
ア
の
歴
史
Ⅰ
　

２
　

得
す
る
こ

目
　

ア
ジ
ア
の
歴
史
Ⅱ
　

２
　

と
。

欧
米
の
歴
史
Ⅰ
　

２

欧
米
の
歴
史
Ⅱ
　

２

現
代
日
本
社
会
論
　

２

日
本
経
済
論
　

２

国
際
関
係
論
　

２

国
際
法
　

２

平
和
と
安
全
保
障
　

２

文
化
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
　

２

情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
論
　

２

知
の
技
法
　

２

社
会
調
査
法
　

２

社
会
統
計
学
　

２

マ
ク
ロ
経
済
学
　

２

ミ
ク
ロ
経
済
学
　

２

総
合
政

日
本
経
済
史
　

２
　

十
四
単
位

策
基
礎

地
域
経
済
論
　

２
　

以
上
を
修

科
目

地
域
社
会
論
　

２
　

得
す
る
こ

財
政
学
　

２
　

と
。

経
営
学
　

２

会
計
学
　

２

民
法
Ⅰ
　

２

商
法
Ⅰ
　

２

行
政
学
　

２

政
治
学
　

２

地
域
振
興
論
　

２

生
活
環
境
論
　

２

公
共
政
策
論
　

２

経
済
政
策
論
　

２

政
策
過
程
論
　

２

行
政
統
制
論
　

２

行
政
法
Ⅰ
　

２

地
域
政
策
論
　

２

地
方
政
府
論
　

２

政

国

国
際
経
済
論
Ⅰ
（
ア
ジ
ア
）

２
　

国
際
関
係

策

際

国
際
経
済
論
Ⅱ
（
欧
米
）

２
　

分
野
、
地

展

関

貿
易
論
　

２
　

域
政
策
分

開

係

多
国
籍
企
業
論
　

２
　

野
及
び
組

科

分

国
際
金
融
論
　

２
　

織
経
営
分

目

野

国
際
資
源
論
　

２
　

野
か
ら
そ

国
際
政
治
論
　

２
　

れ
ぞ
れ
四

現
代
外
交
論
　

２
　

単
位
を
含

政
治
思
想
史
　

２
　

め
て
、
三

国
際
開
発
論
　

２
　

十
単
位
以

国
際
機
構
論
　

２
　

上
を
修
得

地
方
自
治
体
の
国
際
協
力
　

２
　

す
る
こ
と
。

地

行
政
法
Ⅱ
　

２

域

公
法
判
例
研
究
　

２

政

環
境
政
策
論
　

２

策

地
域
情
報
論
　

２

分

地
方
財
政
論
　

２

野

農
業
と
食
料
　

２

山
梨
の
政
策
課
題
　

２

環
境
社
会
学
　

２

地
域
福
祉
行
政
論
　

２

共
生
社
会
論
　

２

文
化
政
策
論
　

２

地
域
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
論
　

２

消
費
者
行
政
論
　

２

家
族
社
会
学
　

２

組

民
法
Ⅱ
　

２

織

民
法
Ⅲ
　

２

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
一
号
　
　
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

六



経

商
法
Ⅱ
　

２

営

金
融
論
　

２

分

経
営
史
　

２

野

経
営
法
務
論
　

２

経
営
組
織
論
　

２

経
営
分
析
論
　

２

経
営
指
導
論
　

２

会
計
監
査
論
　

２

中
小
企
業
論
　

２

商
業
経
営
論
　

２

企
業
の
社
会
的
責
任
　

２

起
業
論
　

２

総
合
化

国
際
理
解
演
習
　

４
　

総
合
政
策

実
践
演

総
合
政
策
課
題
演
習
Ⅰ
ａ
（
国
際
関
係
）

２
　

課
題
演
習

習
科
目

総
合
政
策
課
題
演
習
Ⅰ
ｂ
（
国
際
関
係
）

２
　

Ⅰ
ａ
（
国

総
合
政
策
課
題
演
習
Ⅱ
ａ
（
地
域
政
策
）

２
　

際
関
係
）

総
合
政
策
課
題
演
習
Ⅱ
ｂ
（
地
域
政
策
）

２
　

、
総
合
政

総
合
政
策
課
題
演
習
Ⅲ
ａ
（
組
織
経
営
）

２

策
課
題
演

総
合
政
策
課
題
演
習
Ⅲ
ｂ
（
組
織
経
営
）

２

習
Ⅰ
ｂ（
国

総
合
政
策
演
習
（
卒
業
研
究
）

４

際
関
係
）、

総
合
政
策

課
題
演
習

Ⅱ
ａ
（
地

域
政
策
）、

総
合
政
策

課
題
演
習

Ⅱ
ｂ
（
地

域
政
策
）、

総
合
政
策

課
題
演
習

Ⅲ
ａ
（
組

織
経
営
）

及
び
総
合

政
策
課
題

演
習
Ⅲ
ｂ

（
組
織
経

営
）
二
単

位
を
含
め

て
、
八
単

位
以
上
を

修
得
す
る

こ
と
。

関
連
科

東
ア
ジ
ア
と
日
本
　

２

四
単
位
以

目

刑
法

２

上
を
修
得

欧
米
の
国
際
関
係
　

２
　

す
る
こ
と
。

国
際
協
力
論
　

２

メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
　

２

情
報
社
会
論
　

２

比
較
文
化
論
（
異
文
化
理
解
）

２

多
文
化
教
育
論
　

２

放
送
文
化
論
実
践
　

１

簿
記
論
　

２

簿
記
演
習
　

１

日
本
語
教
育
概
論
　

２

地
域
理
解
外
書
講
読
　

１

英
米
文
学
概
論
　

２

英
米
文
学
講
読
　

１

英
語
学
概
論
　

２

英
語
音
声
学
　

２

英
語
の
構
造
（
統
語
）

２

外

英

英
語
Ｓ
ｐ
ｅ
ａ
ｋ
ｉ
ｎ
ｇ
１

１

英
語
八
単

国

語

英
語
Ｓ
ｐ
ｅ
ａ
ｋ
ｉ
ｎ
ｇ
２

１

位
を
含
め

語

英
語
Ｒ
ｅ
ａ
ｄ
ｉ
ｎ
ｇ
１
　

１
　

て
、
十
四

英
語
Ｒ
ｅ
ａ
ｄ
ｉ
ｎ
ｇ
２
　

１
　

単
位
以
上

英
語
Ｗ
ｒ
ｉ
ｔ
ｉ
ｎ
ｇ
１
　

１
　

を
修
得
す

山
梨
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英
語
Ｗ
ｒ
ｉ
ｔ
ｉ
ｎ
ｇ
２
　

１
　

る
こ
と
。

英
語
Ｌ
ｉ
ｓ
ｔ
ｅ
ｎ
ｉ
ｎ
ｇ
１

１
　

英
語
Ｌ
ｉ
ｓ
ｔ
ｅ
ｎ
ｉ
ｎ
ｇ
２
　

１
　

英
語
Ｓ
ｐ
ｅ
ａ
ｋ
ｉ
ｎ
ｇ
３
　

１
　

英
語
Ｓ
ｐ
ｅ
ａ
ｋ
ｉ
ｎ
ｇ
４
　

１
　

英
語
Ｒ
ｅ
ａ
ｄ
ｉ
ｎ
ｇ
３
　

１
　

英
語
Ｒ
ｅ
ａ
ｄ
ｉ
ｎ
ｇ
４
　

１
　

英
語
Ｗ
ｒ
ｉ
ｔ
ｉ
ｎ
ｇ
３
　

１
　

英
語
Ｗ
ｒ
ｉ
ｔ
ｉ
ｎ
ｇ
４
　

１
　

英
語
Ｌ
ｉ
ｓ
ｔ
ｅ
ｎ
ｉ
ｎ
ｇ
３
　

１
　

英
語
Ｌ
ｉ
ｓ
ｔ
ｅ
ｎ
ｉ
ｎ
ｇ
４
　

１
　

英
語
Ｄ
ｉ
ｓ
ｃ
ｕ
ｓ
ｓ
ｉ
ｏ
ｎ
＆
Ｄ
ｅ
ｂ
ａ
ｔ

１
　

ｅ
１
　

英
語
Ｄ
ｉ
ｓ
ｃ
ｕ
ｓ
ｓ
ｉ
ｏ
ｎ
＆
Ｄ
ｅ
ｂ
ａ
ｔ

１

ｅ
２
　

上
級
英
語
Ｒ
ｅ
ａ
ｄ
ｉ
ｎ
ｇ
　

１
　

上
級
英
語
Ｗ
ｒ
ｉ
ｔ
ｉ
ｎ
ｇ
　

１

英
文
法
１
　

１

英
文
法
２
　

１

外
国
語
現
地
演
習
（
英
語
）

２

検
定
英
語
Ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
ｍ
ｅ
ｄ
ｉ
ａ
ｔ
ｅ
　

１

検
定
英
語
Ａ
ｄ
ｖ
ａ
ｎ
ｃ
ｅ
ｄ
　

１

時
事
英
語
１
　

１

時
事
英
語
２
　

１

ビ
ジ
ネ
ス
英
語
１
　

１

ビ
ジ
ネ
ス
英
語
２
　

１

留
学
英
語
　

１

通
訳
入
門
　

１

中

中
国
語
基
礎
　

１

国

中
国
語
総
合
　

１

語

中
国
語
文
法
１
　

１

中
国
語
文
法
２
　

１

中
国
語
作
文
１
　

１

中
国
語
作
文
２
　

１

中
国
語
会
話
と
聴
力
１
　

１

中
国
語
会
話
と
聴
力
２
　

１

外
国
語
現
地
演
習
（
中
国
語
）

２

中
国
語
文
法
３
　

１

中
国
語
文
法
４
　

１

中
国
語
作
文
３
　

１

中
国
語
作
文
４
　

１

中
国
語
会
話
と
聴
力
３
　

１

中
国
語
会
話
と
聴
力
４
　

１

中
国
語
講
読
１
　

１

中
国
語
講
読
２
　

１

中
国
語
作
文
５
　

１

中
国
語
会
話
と
聴
力
５
　

１

中
国
語
講
読
３
　

１

中
国
語
講
読
４
　

１

中
国
語
情
報
処
理
　

１

時
事
中
国
語
１
　

１

時
事
中
国
語
２
　

１

中
国
語
報
刊
　

１

合
計
　

三
十
単
　
二
百
四

位
　

十
単
位

卒
業
要
件

全
学
共
通
科
目
（
二
十
二
単
位
以
上
）
と
総
合
政
策
学
科
専
門
科
目
（
九
十
単
位

以
上
）
と
を
合
計
し
て
百
二
十
四
単
位
以
上
と
な
る
こ
と
（
第
四
十
一
条
の
規
定

に
よ
り
他
の
大
学
又
は
短
期
大
学
に
お
い
て
履
修
し
た
授
業
科
目
に
つ
い
て
修
得

し
た
単
位
で
あ
っ
て
、
学
長
が
県
立
大
学
に
お
け
る
授
業
科
目
の
履
修
に
よ
り
修

得
し
た
も
の
と
み
な
し
た
も
の
を
含
む
。）。

三
　
国
際
政
策
学
部
国
際
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
科

授
業
科
目
の
名
称
　

単
位
数
　

履
修
方
法

及
び
修
了

山
梨
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必
修
　

選
択
　

要
件

国

導
入
科

国
際
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
入
門
　

２
　

四
単
位
以

際

目

国
際
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
基
礎
演
習
Ⅰ
　

１

上
を
修
得

コ
　

国
際
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
基
礎
演
習
Ⅱ
　

１
　

す
る
こ
と
。

ミ
　

国
際
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
基
礎
演
習
Ⅲ
　

１

ュ
　

国
際
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
基
礎
演
習
Ⅳ
　

１

ニケ

学
部
教

日
本
の
歴
史
Ⅰ
　

２
　

十
四
単
位

ー

養
科
目

日
本
の
歴
史
Ⅱ
　

２
　

以
上
を
修

シ
　

ア
ジ
ア
の
歴
史
Ⅰ
　

２
　

得
す
る
こ

ョ
　

ア
ジ
ア
の
歴
史
Ⅱ
　

２
　

と
。

ン
　

欧
米
の
歴
史
Ⅰ
　

２

学
　

欧
米
の
歴
史
Ⅱ
　

２

科
　

現
代
日
本
社
会
論
　

２

専
　

日
本
経
済
論
　

２

門
　

国
際
関
係
論
　

２

科
　

国
際
法
　

２

目
　

平
和
と
安
全
保
障
　

２

文
化
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
　

２

情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
論
　

２

知
の
技
法
　

２

社
会
調
査
法
　

２

社
会
統
計
学
　

２

マ
ク
ロ
経
済
学
　

２

ミ
ク
ロ
経
済
学
　

２

国
際
コ

地
域
研
究
論
　

２

八
単
位
以

ミ
ュ
ニ

東
ア
ジ
ア
と
日
本
　

２
　

上
を
修
得

ケ
ー
シ

欧
米
の
国
際
関
係
　

２
　

す
る
こ
と
。

ョ
ン
基

国
際
協
力
論
　

２
　

礎
科
目

メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
　

２

ヒ
ュ
ー
マ
ン
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
　

２

日
本
文
化
論
　

２

日
本
の
言
葉
と
文
化
　

２

日
本
語
学
概
論
　

２

日
本
語
教
育
概
論
　

２

国

国

国
際
経
済
論
Ⅰ
（
ア
ジ
ア
）

２
　

国
際
関
係

際
　
際

国
際
経
済
論
Ⅱ
（
欧
米
）

２
　

分
野
、
地

コ
　
関

貿
易
論
　

２
　

域
理
解
・

ミ
　
係

多
国
籍
企
業
論
　

２
　

地
域
文
化

ュ
　
分

国
際
金
融
論
　

２
　

分
野
か
ら

ニ
　
野

国
際
資
源
論
　

２
　

そ
れ
ぞ
れ

ケ

国
際
政
治
論

２

六
単
位
及

ー

現
代
外
交
論

２
　

び
言
語
・

シ

政
治
思
想
史
　

２

コ
ミ
ュ
ニ

ョ

国
際
開
発
論
　

２
　

ケ
ー
シ
ョ

ン

国
際
機
構
論
　

２
　

ン
分
野
か

基

地
方
自
治
体
の
国
際
協
力
　

２
　

ら
八
単
位

幹

を
含
め
て
、

科

地

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
社
会
と
文
化
　

２
　

三
十
単
位

目

域

ア
メ
リ
カ
の
社
会
と
政
治
　

２
　

以
上
を
修

理

中
国
の
社
会
経
済
　

２
　

得
す
る
こ

解

韓
国
の
社
会
と
文
化
　

２
　

と
。

・

日
米
交
流
史
　

２

地

日
中
関
係
の
歴
史
　

２

域

中
国
思
想
史
　

２

文

西
洋
思
想
史
　

２

化

地
域
理
解
外
書
講
読
　

１

分

比
較
文
化
論
（
異
文
化
理
解
）

２

野

多
文
化
教
育
論
　

２

文
化
政
策
論
　

２

放
送
文
化
論
実
践
　

１

言

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
論
Ⅰ
　

２

語

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
論
Ⅱ
　

２

・

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
と
政
治
　

２
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梨
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コ

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
と
人
間
科
学
　

２

ミ

メ
デ
ィ
ア
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
　

２

ュ

メ
デ
ィ
ア
と
多
文
化
社
会
　

２

ニ

演
劇
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
　

２

ケ

日
本
語
の
表
現
Ⅰ
（
文
章
表
現
）

２

ー

日
本
語
の
表
現
Ⅱ
（
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
法
）

２

シ

言
語
学
概
論
　

２

ョ

言
葉
と
社
会
（
社
会
言
語
学
）

２

ン

日
韓
対
照
言
語
学
　

２

分

日
本
語
の
構
造
（
文
法
）

２

野

日
本
語
の
構
造
（
音
韻
・
文
字
）

２

日
本
語
教
育
方
法
論
　

２

日
本
語
教
材
研
究
　

２

日
本
語
教
育
評
価
法
　

２

日
本
語
教
育
実
習
　

２

日
本
語
教
育
実
践
　

１

日
本
語
教
育
特
講
（
外
国
籍
児
童
生
徒
等
）

２

国
際
コ

国
際
理
解
演
習
　

４
　

課
題
演
習

ミ
ュ
ニ

課
題
演
習
Ⅰ
ａ
（
国
際
理
解
）

２
　

Ⅰ
ａ
（
国

ケ
ー
シ

課
題
演
習
Ⅰ
ｂ
（
国
際
理
解
）

２
　

際
理
解
）、

ョ
ン
演

課
題
演
習
Ⅱ
ａ
（
地
域
理
解
・
地
域
文
化
）

２
　

課
題
演
習

習
科
目

課
題
演
習
Ⅱ
ｂ
（
地
域
理
解
・
地
域
文
化
）

２
　

Ⅰ
ｂ
（
国

課
題
演
習
Ⅲ
ａ
（
言
語
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
　

２

際
理
解
）、

ン
）

課
題
演
習

課
題
演
習
Ⅲ
ｂ
（
言
語
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
　

２

Ⅱ
ａ（
地
域

ン
）

理
解
・
地

国
際
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
演
習（
卒
業
研
究
）

４

域
文
化
）、

課
題
演
習

Ⅱ
ｂ
（
地

域
理
解
・

地
域
文
化

）
、
課
題

演
習
Ⅲ
ａ

（
言
語
・

コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ

ン
）
及
び

課
題
演
習

Ⅲ
ｂ
（
言

語
・
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
）

二
単
位
を

含
め
て
、

八
単
位
以

上
を
修
得

す
る
こ
と
。

関

社

生
活
環
境
論
　

２

六
単
位
以

連

会

財
政
学
　

２
　

上
を
修
得

科

科

経
営
学
　

２

す
る
こ
と
。

目

学

会
計
学
　

２

系

簿
記
論
　

２

簿
記
演
習
　

１

行
政
学
　

２

地
域
社
会
論
　

２

地
域
振
興
論
　

２

情
報
社
会
論
　

２

行
政
法
Ⅰ
　

２

行
政
法
Ⅱ
　

２

刑
法
　

２

民
法
Ⅰ
　

２

政
策
過
程
論
　

２

地
域
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
論
　

２

人

日
本
文
学
概
論
（
文
学
史
を
含
む
。）

２

文

近
現
代
日
本
の
文
学
　

２
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梨
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科

日
本
文
学
講
読
　

１

学

日
本
語
文
献
講
読
（
古
典
）

１

系

日
本
語
の
歴
史
　

２

中
国
文
学
Ⅰ
　

２

中
国
文
学
Ⅱ
　

２

国
語
科
書
写
指
導
法
　

２

英
米
文
学
概
論
　

２

英
米
文
学
講
読
　

１

英
語
学
概
論
　

２

英
語
音
声
学
　

２

英
語
の
構
造
（
統
語
）

２

外

英

英
語
Ｓ
ｐ
ｅ
ａ
ｋ
ｉ
ｎ
ｇ
１
　

１

二
十
二
単

国

語

英
語
Ｓ
ｐ
ｅ
ａ
ｋ
ｉ
ｎ
ｇ
２
　

１

位
以
上
を

語

英
語
Ｒ
ｅ
ａ
ｄ
ｉ
ｎ
ｇ
１
　

１
　

修
得
す
る

英
語
Ｒ
ｅ
ａ
ｄ
ｉ
ｎ
ｇ
２
　

１
　

こ
と
。

英
語
Ｗ
ｒ
ｉ
ｔ
ｉ
ｎ
ｇ
１
　

１

英
語
Ｗ
ｒ
ｉ
ｔ
ｉ
ｎ
ｇ
２
　

１
　

英
語
Ｌ
ｉ
ｓ
ｔ
ｅ
ｎ
ｉ
ｎ
ｇ
１
　

１
　

英
語
Ｌ
ｉ
ｓ
ｔ
ｅ
ｎ
ｉ
ｎ
ｇ
２
　

１

英
語
Ｓ
ｐ
ｅ
ａ
ｋ
ｉ
ｎ
ｇ
３

１

英
語
Ｓ
ｐ
ｅ
ａ
ｋ
ｉ
ｎ
ｇ
４
　

１
　

英
語
Ｒ
ｅ
ａ
ｄ
ｉ
ｎ
ｇ
３
　

１
　

英
語
Ｒ
ｅ
ａ
ｄ
ｉ
ｎ
ｇ
４
　

１
　

英
語
Ｗ
ｒ
ｉ
ｔ
ｉ
ｎ
ｇ
３
　

１
　

英
語
Ｗ
ｒ
ｉ
ｔ
ｉ
ｎ
ｇ
４
　

１
　

英
語
Ｌ
ｉ
ｓ
ｔ
ｅ
ｎ
ｉ
ｎ
ｇ
３
　

１
　

英
語
Ｌ
ｉ
ｓ
ｔ
ｅ
ｎ
ｉ
ｎ
ｇ
４
　

１
　

英
語
Ｄ
ｉ
ｓ
ｃ
ｕ
ｓ
ｓ
ｉ
ｏ
ｎ
＆
Ｄ
ｅ
ｂ
ａ
ｔ
　

１
　

ｅ
１

英
語
Ｄ
ｉ
ｓ
ｃ
ｕ
ｓ
ｓ
ｉ
ｏ
ｎ
＆
Ｄ
ｅ
ｂ
ａ
ｔ
　

１
　

ｅ
２

上
級
英
語
Ｒ
ｅ
ａ
ｄ
ｉ
ｎ
ｇ
　

１

上
級
英
語
Ｗ
ｒ
ｉ
ｔ
ｉ
ｎ
ｇ
　

１

英
文
法
１
　

１

英
文
法
２
　

１

外
国
語
現
地
演
習
（
英
語
）

２

検
定
英
語
Ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
ｍ
ｅ
ｄ
ｉ
ａ
ｔ
ｅ
　

１

検
定
英
語
Ａ
ｄ
ｖ
ａ
ｎ
ｃ
ｅ
ｄ
　

１

時
事
英
語
１
　

１

時
事
英
語
２
　

１

ビ
ジ
ネ
ス
英
語
１
　
　

１

ビ
ジ
ネ
ス
英
語
２
　
　

１

留
学
英
語
　
　

１

通
訳
入
門
　
　

１

中

中
国
語
基
礎
　
　

１

国

中
国
語
総
合
　
　

１

語

中
国
語
文
法
１
　
　

１

中
国
語
文
法
２
　
　

１

中
国
語
作
文
１
　
　

１

中
国
語
作
文
２
　
　

１

中
国
語
会
話
と
聴
力
１
　
　

１

中
国
語
会
話
と
聴
力
２
　
　

１

外
国
語
現
地
演
習
（
中
国
語
）

２

中
国
語
文
法
３
　
　

１

中
国
語
文
法
４
　
　

１

中
国
語
作
文
３
　
　

１

中
国
語
作
文
４
　
　

１

中
国
語
会
話
と
聴
力
３
　
　

１

中
国
語
会
話
と
聴
力
４
　
　

１

中
国
語
講
読
１
　
　

１

中
国
語
講
読
２
　
　

１

中
国
語
作
文
５
　
　

１

中
国
語
会
話
と
聴
力
５
　
　

１

中
国
語
講
読
３
　
　

１

中
国
語
講
読
４
　
　

１

中
国
語
情
報
処
理
　
　

１
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時
事
中
国
語
１
　
　

１

時
事
中
国
語
２
　
　

１

中
国
語
報
刊
　
　

１

合
計
　

二
十
六
　
二
百
五

単
位
　

十
五
単

位

卒
業
要
件

全
学
共
通
科
目
（
二
十
二
単
位
以
上
）
と
国
際
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
科
専
門

科
目
（
九
十
二
単
位
以
上
）
と
を
合
計
し
て
百
二
十
四
単
位
以
上
と
な
る
こ
と

（
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
他
の
大
学
又
は
短
期
大
学
に
お
い
て
履
修
し
た
授

業
科
目
に
つ
い
て
修
得
し
た
単
位
で
あ
っ
て
、
学
長
が
県
立
大
学
に
お
け
る
授
業

科
目
の
履
修
に
よ
り
修
得
し
た
も
の
と
み
な
し
た
も
の
を
含
む
。）。

四
　
人
間
福
祉
学
部
福
祉
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
学
科

授
業
科
目
の
名
称
　

単
位
数
　

履
修
方
法

及
び
修
了

必
修
　

選
択
　

要
件

福

導
入
科

基
礎
演
習
Ⅰ
　

１

祉

目
　

基
礎
演
習
Ⅱ
　

１

コミ

学
部
教

地
域
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
演
習
　

１
　

十
一
単
位

ュ

養
科
目

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
基
礎
　

２
　

を
修
得
す

ニ
　

社
会
福
祉
論
Ⅰ
　

２
　

る
こ
と
。

テ
　

子
ど
も
福
祉
論
Ⅰ
　

２

ィ
　

地
域
福
祉
論
Ⅰ
　

２

学
　

生
と
幸
福
　

２

科
　

生
涯
ス
ポ
ー
ツ
　

１

専
　

福
祉
と
文
化
　

２

門
　

社
会
調
査
の
基
礎
　

２

科目

専
門
基

生
・
倫
理
・
自
立
　

２

二
十
単
位

礎
科
目

人
間
発
達
と
心
理
Ⅰ
　

２
　

以
上
を
修

人
間
発
達
と
心
理
Ⅱ
　

２
　

得
す
る
こ

医
学
一
般
Ⅰ
　

２
　

と
。

ケ
ア
概
論
　

２

高
齢
者
福
祉
論
Ⅰ
　

２

精
神
保
健
Ⅰ
　

２

障
害
者
福
祉
論
Ⅰ
　

２

社
会
理
論
と
社
会
シ
ス
テ
ム
　

２

福
祉
と
人
権
　

２

ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
援
助
技
術
論
Ⅰ
　

２

ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
総
論
Ⅰ
　

２

社
会
保
障
論
Ⅰ
　

２

専
門
共

社
会
福
祉
論
Ⅱ
　

２
　

十
六
単
位

通
科
目

公
的
扶
助
論
　

２
　

以
上
を
修

（
人
間

社
会
保
障
論
Ⅱ
　

２
　

得
す
る
こ

と
社
会

地
域
福
祉
計
画
論
　

２
　

と
。

の
基
礎

高
齢
者
福
祉
論
Ⅱ
　

２

理
解
）

障
害
者
福
祉
論
Ⅱ
　

２

ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
演
習
Ⅰ
　

１

ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
演
習
Ⅱ
　

１

障
害
と
運
動
　

２

地
域
福
祉
論
Ⅱ
　

２

ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
援
助
技
術
論
Ⅱ
　

２

就
労
支
援
論
　

２

専
門
職
連
携
演
習
　

１

ケ
ア
技
術
演
習
　

１

分

Ｓ

子
ど
も
福
祉
論
Ⅱ
（
発
達
障
害
を
含
む
。）

２
　

十
六
単
位

野

Ｗ

家
庭
福
祉
論
　

２
　

以
上
を
修

別

子
ど
も
虐
待
の
臨
床
　

２
　

得
す
る
こ

科

ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
援
助
技
術
論
Ⅲ
　

２
　

と
。

目

ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
援
助
技
術
論
Ⅳ
　

２

ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
演
習
Ⅲ
　

１
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ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
演
習
Ⅳ
　
　

１

ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
演
習
Ⅴ
　
　

１

ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
総
論
Ⅱ
　
　

２

社
会
福
祉
施
設
経
営
論
　
　

２

医
療
福
祉
論
　
　

２

司
法
福
祉
論
　
　

２

山
梨
の
保
健
福
祉
行
政
　
　

２

Ｐ

精
神
保
健
Ⅱ
　
　

２

Ｓ

医
学
一
般
Ⅱ
　
　

２

Ｗ

精
神
医
学
Ⅰ
　
　

２

精
神
医
学
Ⅱ
　
　

２

精
神
保
健
福
祉
論
Ⅰ
　
　

２

精
神
保
健
福
祉
論
Ⅱ
　
　

２

精
神
保
健
福
祉
論
Ⅲ
　
　

２

精
神
科
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
技
術
総
論
Ⅰ
　
　

２

精
神
科
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
技
術
総
論
Ⅱ
　
　

２

精
神
科
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
技
術
各
論
Ⅰ
　
　

２

精
神
科
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
技
術
各
論
Ⅱ
　
　

２

精
神
科
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
技
術
演
習
Ⅰ
　
　

１

精
神
科
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
技
術
演
習
Ⅱ
　
　

１

精
神
科
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
学
Ⅰ
　
　

２

精
神
科
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
学
Ⅱ
　
　

２

Ｃ

こ
こ
ろ
と
か
ら
だ
の
し
く
み
Ⅰ
　
　

２

Ｗ

こ
こ
ろ
と
か
ら
だ
の
し
く
み
Ⅱ
　
　

２

介
護
の
基
本
Ⅰ
　
　

２

介
護
の
基
本
Ⅱ
　
　

２

介
護
の
基
本
Ⅲ
　
　

２

介
護
の
基
本
Ⅳ
　
　

２

介
護
の
基
本
Ⅴ
　
　

２

生
活
支
援
基
礎
　
　

２

生
活
支
援
技
術
Ⅰ
（
移
動
）

１

生
活
支
援
技
術
Ⅱ
（
排
泄
）

１

生
活
支
援
技
術
Ⅲ
（
食
事
）

１

生
活
支
援
技
術
Ⅳ
（
身
じ
た
く
）

１

生
活
支
援
技
術
Ⅴ
（
清
潔
・
入
浴
）

１

生
活
支
援
技
術
Ⅵ
（
睡
眠
）

１

生
活
支
援
技
術
Ⅶ
（
家
事
）

１

生
活
支
援
技
術
Ⅷ
（
居
住
環
境
）

１

生
活
支
援
技
術
Ⅸ
（
終
末
期
）

１

認
知
症
の
理
解
Ⅰ
　
　

２

認
知
症
の
理
解
Ⅱ
　
　
　

２

介
護
過
程
Ⅰ
　
　
　

１

介
護
過
程
Ⅱ
　
　
　

１

介
護
過
程
Ⅲ
　
　
　

１

介
護
過
程
Ⅳ
　
　
　

１

介
護
過
程
Ⅴ
　
　
　

１

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
技
術
Ⅰ
　
　
　

１

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
技
術
Ⅱ
　
　
　

１

実

Ｓ

ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
現
場
実
習
指
導
Ⅰ
　
　
　

１
　

二
十
単
位

習

Ｗ

ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
現
場
実
習
指
導
Ⅱ
　
　
　

２
　

ま
で
を
卒

科

ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
現
場
実
習
Ⅰ
　
　
　

２
　

業
に
必
要

目

ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
現
場
実
習
Ⅱ
　
　
　

２
　

な
単
位
数

に
含
む
こ

Ｐ

精
神
科
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
現
場
実
習
指
導
Ⅰ

１

と
が
で
き

Ｓ

精
神
科
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
現
場
実
習
指
導
Ⅱ
　

１
　

る
。
た
だ

Ｗ

精
神
科
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
現
場
実
習
指
導
Ⅲ
　

１
　

し
、
資
格

精
神
科
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
現
場
実
習
Ⅰ
　

１
　

取
得
の
希

精
神
科
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
現
場
実
習
Ⅱ
　

１
　

望
者
に
限

精
神
科
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
現
場
実
習
Ⅲ
　

２
　

る
。

Ｃ

介
護
総
合
演
習
Ⅰ
　
　
　

１

Ｗ

介
護
総
合
演
習
Ⅱ
　
　
　

１

介
護
総
合
演
習
Ⅲ
　
　
　

１

介
護
総
合
演
習
Ⅳ
　
　
　

１

介
護
実
習
Ⅰ
　
　
　

１
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介
護
実
習
Ⅱ
　
　
　

４

介
護
実
習
Ⅲ
　
　
　

１

介
護
実
習
Ⅳ
　
　
　

４

関
連
科

家
庭
関
係
学
　
　
　

２
　

七
単
位
以

目

家
族
経
済
学
　
　
　

２
　

上
を
修
得

家
政
学
　
　
　

２
　

す
る
こ
と
。

保
育
学
　

２

保
育
学
実
習
　
　

１

福
祉
住
環
境
コ
ー
デ
ィ
ネ
イ
ト
論
　
　

２

食
品
化
学
（
食
品
学
基
礎
を
含
む
。）
Ⅰ
　
　

２

食
品
化
学
（
食
品
学
基
礎
を
含
む
。）
Ⅱ
　
　

１

食
品
衛
生
学
　
　

２

栄
養
学
Ⅰ
　
　

２

栄
養
学
Ⅱ
　
　

１

調
理
実
習
Ⅰ
　
　

１

調
理
実
習
Ⅱ
　
　

１

被
服
環
境
学
　
　

２

被
服
学
　
　

２

被
服
学
実
習
　
　

１

住
居
学
　
　

２

家
庭
電
気
・
機
械
　
　

２

山
梨
と
環
境
汚
染
　
　

１

行
政
法
Ⅰ
　
　

２

財
政
学
　
　

２

地
域
政
策
論
　
　

２

地
方
政
府
論
　
　

２

課
題
演

課
題
演
習
Ⅰ
　
　

１

習

課
題
演
習
Ⅱ
　
　

２

課
題
演
習
Ⅲ
　
　

４

特
別
講

特
別
講
義
Ⅰ
　
　

１
　

一
単
位
以

義

特
別
講
義
Ⅱ
　
　

１
　

上
を
修
得

す
る
こ
と
。

合
計
　

十
六
単
　
二
百
十

位
　

五
単
位

卒
業
要
件

全
学
共
通
科
目
（
二
十
二
単
位
以
上
）
と
福
祉
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
学
科
専
門
科
目
（
八

十
単
位
以
上
）
と
を
合
計
し
て
百
二
十
四
単
位
以
上
と
な
る
こ
と
（
第
四
十
一
条

の
規
定
に
よ
り
他
の
大
学
又
は
短
期
大
学
に
お
い
て
履
修
し
た
授
業
科
目
に
つ
い

て
修
得
し
た
単
位
で
あ
っ
て
、
学
長
が
県
立
大
学
に
お
け
る
授
業
科
目
の
履
修
に

よ
り
修
得
し
た
も
の
と
み
な
し
た
も
の
を
含
む
。）。

五
　
人
間
福
祉
学
部
人
間
形
成
学
科

授
業
科
目
の
名
称
　

単
位
数
　

履
修
方
法

及
び
修
了

必
修
　

選
択
　

要
件

人

導
入
科

基
礎
演
習
Ⅰ
　

１

間

目
　

基
礎
演
習
Ⅱ
　

１

形成
　
学
部
教

地
域
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
演
習
　

１
　

十
一
単
位

学
　
養
科
目

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
基
礎
　

２
　

以
上
を
修

科
　

社
会
福
祉
論
Ⅰ

２

得
す
る
こ

専
　

子
ど
も
福
祉
論
Ⅰ

２

と
。

門
　

地
域
福
祉
論
Ⅰ
　

２

科
　

生
と
幸
福
　

２

目
　

生
涯
ス
ポ
ー
ツ
　

１

福
祉
と
文
化
　

２

社
会
調
査
の
基
礎
　

２

専

対

人
間
発
達
と
心
理
　

２
　

二
十
三
単

門

象

医
学
一
般
　

２
　

位
以
上
を

基
　
理

対
象
理
解
Ⅰ
（
幼
保
）

１
　

修
得
す
る

礎
　
解

対
象
理
解
Ⅱ
（
障
害
）

１
　

こ
と
。
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科

対
象
理
解
Ⅲ
（
養
護
）

１

目

乳
幼
児
心
理
学
　

２

乳
幼
児
観
察
研
究
　

２

本

乳
幼
児
教
育
論
Ⅰ
　

２

質

乳
幼
児
教
育
論
Ⅱ
　

２

目

教
育
基
礎
論
　

２

的

教
育
経
営
論
　

２

理

養
護
原
理
　

２

解

精
神
保
健
　

２

栄
養
学
Ⅰ
　
　

２

栄
養
学
Ⅱ
　
　

１

保
育
職
入
門
　
　

２

内

保
育
内
容
総
論
　
　

１

容

保
育
内
容
（
言
葉
）

１

理

保
育
内
容
（
人
間
関
係
）

１

解

保
育
内
容
（
身
体
表
現
）

１

保
育
内
容
（
造
形
表
現
）

２

保
育
内
容
（
音
楽
表
現
）

１

保
育
内
容
（
演
劇
表
現
）

１

保
育
内
容
（
健
康
）

１

保
育
内
容
（
環
境
）

１

自
然
Ⅰ
　
　

１

自
然
Ⅱ
　
　

１

ピ
ア
ノ
基
礎
実
技
　
　

１

ピ
ア
ノ
実
技
Ⅰ
　
　

１

ピ
ア
ノ
実
技
Ⅱ
（
伴
奏
法
を
含
む
。）

１

ピ
ア
ノ
実
技
Ⅲ
　
　

１

幼
児
体
育
実
技
　
　

１

国
語
（
文
学
を
含
む
。）

２

専
門
共

乳
幼
児
と
遊
び

１

十
三
単
位

通
科
目

歌
唱
演
習
　

１

以
上
を
修

絵
本
制
作
　

１

得
す
る
こ

子
ど
も
と
食
育
　

１

と
。

フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
論
　

２

幼
児
教
育
演
習
　

１

教
育
学
演
習
　

１

保
育
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
　

２

音
文
化
演
習
　

２

造
形
演
習
　

２

身
体
表
現
演
習
　

２

児
童
文
学
　

２

乳
幼
児
心
理
学
演
習
　

１

保
育
者
指
導
　

２

総
合
表
現
演
習
　

２

専
門
職
連
携
演
習
　

１

総
合
演
習
　

２

分

Ｋ

教
育
心
理
学
　

２
　

十
五
単
位

野

Ｎ

幼
児
音
楽
　

１
　

以
上
を
修

別

幼
小
連
携
　

２
　

得
す
る
こ

科

教
育
方
法
論
　

２
　

と
。

目

教
育
課
程
論

２

Ｎ

乳
児
保
育
　

１

Ｒ

小
児
保
健
　
　

２

保
育
学
　
　

２

保
育
学
実
習
　
　

１

調
理
実
習
Ⅰ
　
　

１

調
理
実
習
Ⅱ
　
　

１

障
害
児
保
育
　
　

１

Ｃ

ケ
ア
概
論
　
　

２

Ｒ

児
童
養
護
演
習
　
　

１

ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
演
習
Ⅰ
　

１

ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
演
習
Ⅱ
　
　

１

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
一
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平
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二
十
一
年
三
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三
十
一
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子
ど
も
福
祉
論
Ⅱ
　
　

２

子
ど
も
虐
待
の
臨
床
　
　

２

実

Ｋ

幼
稚
園
実
習
指
導
Ⅰ
　
　

１
　

十
六
単
位

習

Ｎ

幼
稚
園
実
習
指
導
Ⅱ
　
　

１
　

ま
で
を
卒

科

幼
稚
園
実
習
Ⅰ
　
　

２
　

業
に
必
要

目

幼
稚
園
実
習
Ⅱ
　
　

２
　

な
単
位
数

に
含
め
る

Ｎ

保
育
所
・
施
設
実
習
指
導
Ⅰ
　
　

１
　

こ
と
が
で

Ｒ

保
育
所
・
施
設
実
習
指
導
Ⅱ
　
　

１
　

き
る
。
た

・

保
育
所
実
習
Ⅰ
　
　

２
　

だ
し
、
免

Ｃ

保
育
所
実
習
Ⅱ
　
　

２
　

許
及
び
資

Ｒ

施
設
実
習
Ⅰ
　
　

２
　

格
の
取
得

・

施
設
実
習
Ⅱ
　
　

２
　

希
望
者
に

Ｓ

ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
現
場
実
習
指
導
Ⅰ
　
　

１
　

限
る
。

Ｗ

ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
現
場
実
習
指
導
Ⅱ
　
　

２

ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
現
場
実
習
Ⅰ
　
　

２

ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
現
場
実
習
Ⅱ
　
　

２

関
連
科

多
文
化
教
育
論
　
　

２
　

十
四
単
位

目

日
本
語
教
育
概
論
　
　

２
　

以
上
を
修

社
会
福
祉
論
Ⅱ
　
　

２
　

得
す
る
こ

高
齢
者
福
祉
論
Ⅰ
　
　

２
　

と
。

高
齢
者
福
祉
論
Ⅱ
　
　

２

障
害
者
福
祉
論
　
　

２

就
労
支
援
論
　
　

２

社
会
保
障
論
Ⅰ
　
　

２

社
会
保
障
論
Ⅱ
　
　

２

公
的
扶
助
論
　
　

２

ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
援
助
技
術
論
Ⅰ
　
　

２

ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
援
助
技
術
論
Ⅱ
　
　

２

ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
援
助
技
術
論
Ⅲ
　
　

２

ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
援
助
技
術
論
Ⅳ
　
　

２

ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
演
習
Ⅲ
　
　

１

ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
演
習
Ⅳ
　
　

１

ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
演
習
Ⅴ
　
　

１

社
会
理
論
と
社
会
シ
ス
テ
ム
　
　

２

福
祉
と
人
権
　
　

２

地
域
福
祉
論
Ⅱ
　
　

２

地
域
福
祉
計
画
論
　
　

２

ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
総
論
Ⅰ
　
　

２

ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
総
論
Ⅱ
　
　

２

社
会
福
祉
施
設
経
営
論
　
　

２

医
療
福
祉
論
　
　

２

司
法
福
祉
論
　
　

２

山
梨
の
保
健
福
祉
行
政
　
　

２

行
政
法
Ⅰ
　
　

２

財
政
学
　
　

２

地
域
政
策
論
　
　

２

地
方
政
府
論
　
　

２

課
題
演

課
題
演
習
Ⅰ
　
　

１

習

課
題
演
習
Ⅱ
　
　

２

課
題
演
習
Ⅲ
　
　

４

特
別
講

特
別
講
義
Ⅰ
　
　

１
　

一
単
位
以

義

特
別
講
義
Ⅱ
　
　

１
　

上
を
修
得

す
る
こ
と
。

合
計
　

十
八
単
　
百
九
十

位

一
単
位

卒
業
要
件

全
学
共
通
科
目
（
二
十
二
単
位
以
上
）
と
人
間
形
成
学
科
専
門
科
目
（
八
十
六
単

位
以
上
）
と
を
合
計
し
て
百
二
十
四
単
位
以
上
と
な
る
こ
と
（
第
四
十
一
条
の
規

定
に
よ
り
他
の
大
学
又
は
短
期
大
学
に
お
い
て
履
修
し
た
授
業
科
目
に
つ
い
て
修

得
し
た
単
位
で
あ
っ
て
、
学
長
が
県
立
大
学
に
お
け
る
授
業
科
目
の
履
修
に
よ
り

修
得
し
た
も
の
と
み
な
し
た
も
の
を
含
む
。）。
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梨
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六
　
看
護
学
部
看
護
学
科

授
業
科
目
の
名
称
　

単
位
数
　

履
修
方
法

及
び
修
了

必
修
　

選
択
　

要
件

人

実
践
支

解
剖
生
理
学
　

２
　

二
十
八
単

間

持
科
目

※
人
間
の
遺
伝
学
（
＊
）

１
　

位
以
上
を

存

病
原
微
生
物
学
　

２
　

修
得
す
る

在

臨
床
栄
養
学
　

２
　

こ
と
。

領
　

※
救
急
法
　

１

域
　

※
人
間
工
学
　

１

性
の
ヘ
ル
ス
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
（
＊
）

１

※
看
護
心
理
学
　

２

※
人
間
関
係
論
Ⅰ
　

２

※
人
間
関
係
論
Ⅱ
　

２

※
リ
ラ
ク
ゼ
ー
シ
ョ
ン
　

１

※
い
の
ち
の
社
会
学
　

２

※
生
活
健
康
科
学
　

２

社
会
福
祉
学
総
論
　

１

保
健
福
祉
行
政
学
　

３

公
衆
衛
生
学
　

２

疫
学
　

２

保
健
統
計
学
　

２

※
災
害
支
援
　

１

※
国
際
協
力
　

１

※
看
護
英
語
　

２

※
医
療
英
語
　

２

実

実
践
基

病
態
治
療
学
　

２
　

八
十
三
単

践

礎
科
目

治
療
学
各
論
Ⅰ
　

２
　

位
以
上
を

領
　

治
療
学
各
論
Ⅱ
　

２
　

修
得
す
る

域
　

補
完
・
代
替
医
療
　

１
　

こ
と
。

精
神
保
健
論
　

２

薬
理
学
概
論
　

１

臨
床
薬
理
学
　

１

看
護
学
概
論
　

２

看
護
理
論
　

１

基
礎
看
護
技
術
論
Ⅰ
　

１

基
礎
看
護
技
術
論
Ⅱ
　

１

ヘ
ル
ス
ア
セ
ス
メ
ン
ト
基
礎
論
　

１

看
護
過
程
展
開
論
　

１

実
践
応

人
間
発
達
援
助
論
　

１

用
科
目

ヘ
ル
ス
ア
セ
ス
メ
ン
ト
実
践
論
　

１

実
践
基
礎
看
護
技
術
Ⅰ
　

１

実
践
基
礎
看
護
技
術
Ⅱ
　

１

実
践
基
礎
看
護
技
術
Ⅲ
　

１

小
児
看
護
学
Ⅰ
　

１

小
児
看
護
学
Ⅱ
　

１

母
性
看
護
学
Ⅰ
　

１

母
性
看
護
学
Ⅱ
　

１

成
人
・
老
年
臨
床
看
護
学
Ⅰ
　

２

成
人
・
老
年
臨
床
看
護
学
Ⅱ
　

２

老
年
看
護
学
　

２

精
神
看
護
学
　

２

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
看
護
論
　

１

感
染
看
護
学
　

１

が
ん
看
護
学
　

１

ク
リ
テ
ィ
カ
ル
ケ
ア
看
護
論
　

１

看
護
導
入
実
習
　

１

基
礎
看
護
学
実
習
Ⅰ

１

基
礎
看
護
学
実
習
Ⅱ
　

２

小
児
看
護
学
実
習
Ⅰ
　

１

小
児
看
護
学
実
習
Ⅱ
　

１

母
性
看
護
学
実
習
　

２

成
人
・
老
年
臨
床
看
護
学
実
習
Ⅰ
　

３

成
人
・
老
年
臨
床
看
護
学
実
習
Ⅱ
　

３

山
梨
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成
人
・
老
年
療
養
支
援
実
習
　

１

老
年
看
護
学
実
習
　

２

精
神
看
護
学
実
習
Ⅰ
　

１

精
神
看
護
学
実
習
Ⅱ
　

１

実
践
統

公
衆
衛
生
看
護
学
概
論
　

２

合
科
目

地
域
保
健
活
動
論
Ⅰ
　

３

地
域
保
健
活
動
論
Ⅱ
　

２

学
校
保
健
論
　

２

産
業
保
健
論
　

１

公
衆
衛
生
看
護
学
実
習
　

４

看
護
管
理
学
　

２

看
護
教
育
学
　

１

家
族
看
護
学
　

１

在
宅
看
護
概
論
　

１

在
宅
看
護
活
動
論
　

２

在
宅
看
護
論
実
習
　

２

専
門
職
連
携
演
習
　

１

看
護
実
践
総
合
演
習
　

１

看
護
統
合
実
習
　

２

助
産
課

助
産
学
概
論
（
＊
）

１

程
科
目

周
産
期
治
療
学
（
＊
）

１

助
産
新
生
児
医
療
論
（
＊
）

１

助
産
診
断
技
術
学
Ⅰ
（
＊
）

２

助
産
診
断
技
術
学
Ⅱ
（
＊
）

４

助
産
地
域
活
動
論
（
＊
）

１

助
産
管
理
学
（
＊
）

１

助
産
学
実
習
（
＊
）

５

助
産
継
続
援
助
論
実
習
（
＊
）

４

研
究
領
域

文
献
講
読
セ
ミ
ナ
ー
　

１

研
究
概
論
　

１

看
護
研
究
セ
ミ
ナ
ー
　

１

哲
学
・
倫
理

※
ケ
ア
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
学
（
＊
）

１
　

一
単
位
以

領
域

※
生
命
倫
理
　

１
　

上
を
修
得

看
護
倫
理
学
　

１
　

す
る
こ
と
。

合
計
　

百
十
単

三
十
八

位

単
位

卒
業
要
件

全
学
共
通
科
目
（
十
六
単
位
以
上
）
と
看
護
学
部
看
護
学
科
の
科
目
、（
百
十
五
単

位
以
上
）
と
を
合
計
し
て
百
三
十
一
単
位
以
上
と
な
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
※
印
の
授
業
科
目
に
あ
っ
て
は
、
十
二
単
位
以
上
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

備
考助

産
師
国
家
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、（
＊
）
の
科
目
を
履
修
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
立
大
学
学
則
（
次
項
に
お
い
て
「
新
学
則
」
と
い
う
。）
の

規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
に
入
学
す
る
者
（
編
入
学
、
再
入
学
又
は
転
入
学
を
す
る
者

を
除
く
。）
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
か
ら
引
き
続
い
て
在
学
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
に
お
い
て
、
編
入
学
、
再
入
学
又
は
転
入
学
を
す
る
者
に
係
る
授
業

科
目
及
び
単
位
数
は
、
新
学
則
別
表
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
者
の
属
す
る
年
次
の
在
学
者
に

係
る
授
業
科
目
及
び
単
位
数
と
同
一
と
す
る
。
た
だ
し
、
人
間
福
祉
学
部
に
編
入
学
、
再
入
学
又
は

転
入
学
を
す
る
者
で
社
会
福
祉
士
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
新
学
則
別
表
の
規

定
を
適
用
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
二
十
二
号

山
梨
県
立
大
学
大
学
院
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
立
大
学
大
学
院
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
公
報
号
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山
梨
県
立
大
学
大
学
院
学
則
（
平
成
十
七
年
山
梨
県
規
則
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

「
地
域
環
境
保
健
論
　
　
　
２

別
表
中

を
「
地
域
環
境
保
健
論
　
　
　
２
」
に
、
「

感
染
学
　
　
　
　
　
　
　
２
」

「

小
児
看
護
学
特
別
研
究
　
　
　
４

感

感
染
看
護
学
特
論
Ⅰ
　

２

染

感
染
看
護
学
特
論
Ⅱ
　

２

看

感
染
看
護
学
特
論
Ⅲ
　

２

護

感
染
看
護
学
特
論
Ⅳ
　

２

学

感
染
看
護
学
演
習
　

４

感
染
看
護
学
実
習
　

６

看
護
学
特
別
研
究
　
　
　
４
　
」
を
　
　
　
　
感
染
看
護
学
特
別
研
究
　
　
　
４
　
　
に
改
め
る
。

が

が
ん
看
護
学
特
論
Ⅰ
　

２

ん

が
ん
看
護
学
特
論
Ⅱ
　

２

看

が
ん
看
護
学
特
論
Ⅲ
　

２

護

が
ん
看
護
学
特
論
Ⅳ
　

２

学

が
ん
看
護
学
演
習
　

４

が
ん
看
護
学
実
習
　

６

が
ん
看
護
学
特
別
研
究
　

４
　
」

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
二
十
三
号

山
梨
県
農
業
改
良
資
金
貸
付
規
則
及
び
山
梨
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
農
業
改
良
資
金
貸
付
規
則
及
び
山
梨
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則

（
山
梨
県
農
業
改
良
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
山
梨
県
農
業
改
良
資
金
貸
付
規
則
（
平
成
十
四
年
山
梨
県
規
則
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
も
の
又
は
」
を
「
も
の
若
し
く
は
」
に
改
め
、
「
組
織
す
る
団
体
」
の
下
に
「
又
は

こ
れ
ら
の
者
が
実
施
す
る
農
業
改
良
措
置
を
支
援
す
る
た
め
中
小
企
業
者
と
農
林
漁
業
者
と
の
連
携

に
よ
る
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の

認
定
中
小
企
業
者
（
以
下
「
認
定
中
小
企
業
者
」
と
い
う
。）
若
し
く
は
認
定
中
小
企
業
者
が
団
体

で
あ
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
直
接
若
し
く
は
間
接
の
構
成
員
が
同
法
第
四
条
第
二
項
第
二
号
イ
に
掲

げ
る
措
置
を
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該
認
定
中
小
企
業
者
」
を
加
え
る
。

第
四
条
第
二
項
中
「
、
そ
の
構
成
員
の
全
員
が
」
を
「
そ
の
構
成
員
の
全
員
が
、
団
体
で
あ
る
認

定
中
小
企
業
者
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
構
成
員
の
う
ち
当
該
貸
付
け
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
受
益
す

る
者
が
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
山
梨
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
（
平
成
十
五
年
山
梨
県
規
則
第
八
十
四
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
三
条
第
二
項
」
の
下
に
「
（
中
小
企
業
者
と
農
林
漁
業
者
と
の
連
携
に
よ
る
事
業

活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
三
十
八
号
。
以
下
「
農
商
工
等
連
携
促
進
法
」

と
い
う
。）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。）」
を
加
え

る
。第

二
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

前
各
号
に
掲
げ
る
者
が
実
施
す
る
林
業
・
木
材
産
業
改
善
措
置
（
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定

す
る
林
業
・
木
材
産
業
改
善
措
置
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
を
支
援
す
る
た
め
農
商
工
等
連
携

促
進
法
第
十
一
条
第
一
項
の
認
定
中
小
企
業
者
（
以
下
「
認
定
中
小
企
業
者
」
と
い
う
。）
又

は
認
定
中
小
企
業
者
が
団
体
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
直
接
若
し
く
は
間
接
の
構
成
員
が
農

商
工
等
連
携
促
進
法
第
四
条
第
二
項
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
措
置
を
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該
認

定
中
小
企
業
者

第
五
条
第
一
項
中
「
（
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
林
業
・
木
材
産
業
改
善
措
置
を
い
う
。
以

下
同
じ
。）」
を
削
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
二
十
四
号

山
梨
県
建
設
工
事
執
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
建
設
工
事
執
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
建
設
工
事
執
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
山
梨
県
規
則
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
一
号
　
　
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

一
九

小
児



正
す
る
。

第
三
十
五
条
中
「
出
納
局
長
」
の
下
に
「
、
山
梨
県
行
政
機
関
等
の
設
置
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
六

十
年
山
梨
県
条
例
第
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
県
民
セ
ン
タ
ー
の
長
」
を
加
え
る
。

第
三
十
八
条
第
十
一
項
中
「
に
つ
き
」
を
「
に
、」
に
改
め
、「
期
間
に
つ
い
て
、
そ
の
」
を
削
り
、

「
年
三
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
で
」
を
「
、
政
府
契
約
の
支
払
遅
延
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

二
十
四
年
法
律
第
二
百
五
十
六
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
財
務
大
臣
が
銀
行
の
一
般
貸
付

利
率
を
勘
案
し
て
決
定
す
る
率
（
第
四
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
「
財
務
大
臣
が
決
定
す
る
率
」
と
い

う
。）
を
乗
じ
て
」
に
改
め
る
。

第
四
十
五
条
第
三
項
中
「
年
三
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
で
」
を
「
財
務
大
臣
が
決
定
す
る
率
を
乗

じ
て
」
に
改
め
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
建
設
工
事
執
行
規
則
第
三
十
八
条
第
十
一
項
及
び
第
四
十
五

条
第
三
項
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
に
締
結
さ
れ
る
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
前
払

金
の
返
還
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
締
結
さ
れ
た
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
前
払
金
の
返
還
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

山
梨
県
規
則
第
二
十
五
号

山
梨
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
規
則
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
五
号
中
「
、
男
女
共
同
参
画
推
進
セ
ン
タ
ー
」
を
削
り
、
同
条
第
七
号
中
「
財
務
審
査
監

県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
」
を
「
財
務
審
査
監
等
　
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
」

に
改
め
、「
及
び
財
務
審
査
監
」
の
下
に
「
並
び
に
同
表
出
先
機
関
に
置
か
れ
る
職
の
欄
に
規
定
す
る

財
務
審
査
幹
」
を
加
え
る
。

第
三
条
第
二
項
の
表
中
「
広
瀬
・
琴
川
ダ
ム
管
理
事
務
所
、
荒
川
ダ
ム
管
理
事
務
所
、
大
門
・
塩
川

ダ
ム
管
理
事
務
所
、
深
城
ダ
ム
管
理
事
務
所
」
を
「
ダ
ム
管
理
事
務
所
」
に
改
め
る
。

第
三
条
の
二
第
一
項
の
表
財
務
審
査
監
の
職
に
あ
る
出
納
員
の
項
中
「
財
務
審
査
監
」
を
「
財
務
審

査
監
等
」
に
改
め
、
同
表
県
民
セ
ン
タ
ー
管
内
の
か
い
に
置
か
れ
る
物
品
出
納
員
の
項
第
一
号
中
「
ア

か
ら
ケ
ま
で
」
を
「
ア
か
ら
カ
ま
で
」
に
改
め
、
同
号
ア
中
「（
北
巨
摩
合
同
庁
舎
内
に
設
置
さ
れ
た

も
の
に
限
る
。）」
を
削
り
、
同
号
イ
及
び
ウ
を
削
り
、
同
号
エ
を
同
号
イ
と
し
、
同
号
オ
を
同
号
ウ
と

し
、
同
号
カ
を
同
号
エ
と
し
、
同
号
キ
を
同
号
オ
と
し
、
同
号
ク
を
同
号
カ
と
し
、
同
号
ケ
を
削
り
、

同
項
第
三
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
二
号
中
「
保
健
福
祉
事
務
所
」
の
下
に
「（
中
北
保
健
福

祉
事
務
所
に
あ
つ
て
は
、
峡
北
支
所
に
限
る
。）」
を
、「
林
務
環
境
事
務
所
」
の
下
に
「
、
計
量
検
定

所
」
を
加
え
、「
及
び
建
設
事
務
所
」
を
「
、
建
設
事
務
所
（
中
北
建
設
事
務
所
に
あ
つ
て
は
峡
北
支

所
に
、
富
士
・
東
部
建
設
事
務
所
に
あ
つ
て
は
吉
田
支
所
に
限
る
。）
及
び
流
域
下
水
道
事
務
所
」
に

改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

総
合
県
税
事
務
所
に
置
か
れ
る
物
品
出
納
員
に
あ
つ
て
は
、
総
合
県
税
事
務
所
、
計
量
検
定
所

及
び
流
域
下
水
道
事
務
所
に
係
る
物
品
の
出
納
及
び
保
管
（
使
用
中
の
物
品
に
係
る
保
管
を
除

く
。）
に
関
す
る
事
務

第
三
条
の
二
第
二
項
及
び
第
四
項
の
表
財
務
審
査
監
の
職
に
あ
る
出
納
員
、
か
い
の
出
納
員
及
び
税

務
出
納
員
の
項
、
第
二
十
一
条
第
一
項
並
び
に
第
二
十
二
条
第
一
項
及
び
第
五
項
中
「
財
務
審
査
監
」

を
「
財
務
審
査
監
等
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
第
三
項
の
表
一
の
項
中
「
財
務
審
査
監
」
を
「
財
務
審
査
監
等
」
に
改
め
、
同
表
二
の
項

中
「
総
合
県
税
事
務
所
課
税
管
理
部
長
」
を
「
総
合
県
税
事
務
所
課
税
・
管
理
部
長
」
に
、「
宝
石
美

術
専
門
学
校
事
務
局
総
務
課
長
、
山
梨
県
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
次
長
、
富
士
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
次
長
」

を
「
山
梨
県
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
次
長
、
富
士
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
次
長
、
宝
石
美
術
専
門
学
校
事
務

局
総
務
・
教
務
課
長
」
に
改
め
、「
、
広
瀬
・
琴
川
ダ
ム
管
理
事
務
所
次
長
、
荒
川
ダ
ム
管
理
事
務
所

次
長
、
大
門
・
塩
川
ダ
ム
管
理
事
務
所
次
長
、
深
城
ダ
ム
管
理
事
務
所
次
長
」
を
削
る
。

第
四
十
四
条
第
四
項
中
「
指
定
金
融
機
関
又
は
指
定
代
理
金
融
機
関
」
を
「
指
定
金
融
機
関
等
」
に

改
め
る
。

別
表
第
一
中
「
、
男
女
共
同
参
画
推
進
セ
ン
タ
ー
」
を
削
り
、「
宝
石
美
術
専
門
学
校
、
工
業
技
術

セ
ン
タ
ー
」
を
「
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
、
宝
石
美
術
専
門
学
校
」
に
、「
広
瀬
・
琴
川
ダ
ム
管
理
事
務

所
、
荒
川
ダ
ム
管
理
事
務
所
、
大
門
・
塩
川
ダ
ム
管
理
事
務
所
、
深
城
ダ
ム
管
理
事
務
所
」
を
「
ダ
ム

管
理
事
務
所
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
二
中
二
の
項
を
削
り
、
三
の
項
を
二
の
項
と
す
る
。

別
表
第
一
の
三
中
「
財
務
審
査
監
」
を
「
財
務
審
査
監
等
」
に
改
め
、
同
表
中
二
の
項
を
削
り
、
三

の
項
を
二
の
項
と
す
る
。

別
表
第
一
の
四
中
二
の
項
を
削
り
、
三
の
項
の
二
の
項
と
す
る
。

第
四
十
四
号
様
式
別
記
第
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
一
号
　
　
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

二
〇



山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
一
号
　
　
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

二
一



附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
一
号
　
　
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

二
二


